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①事例検討会実施
②病棟カンファレ
ンス等への出席
③個別相談(電話等
による応急対応)

倫理的課題を検討する体制について

・委員会審議した場合の意見等を回答
・主要な倫理的課題の方針策定・提示

【審議事項】
・本院における臨床倫理に関する方針に関すること
・その他本院における臨床倫理に関する事項

【臨床倫理コンサルテーショ【臨床倫理コンサルテーショ
ンチーム】
迅速な判断を要する倫理的事案に
ついて検討・助言

(1) 大学院生命科学研究部
生命倫理学講座の教授

(2) 医療の質・安全管理部から
選出された者

(3) 緩和ケアセンターから
選出された者

(4) 医師
(5) 看護師
(6) 医療ソーシャルワーカー
(7) 公認心理師
(8) 事務職員
(9) その他チームリーダーが

必要と認めた者
※(1)のメンバーがチームリーダーを
務める。

連絡窓口
《医事課医事総務担当》

・対応案件の報告
・病院として取り
組むべき倫理的
課題の洗い出し
・方針策定の具申


